
 5 

松 川 町 危険 ブロック塀 等 耐 震 改 修 事 業 補 助 金 交 付 要 綱  

 

（趣旨） 

第 1 条  この要綱は、地震によるブロック塀 等 の倒 壊 又 は転 倒 による災害か

ら町民の生命及び財産を保護するため、危険ブロック塀等耐震改修事業を

行うものに対し、経費の一部を補助金として交付することに関し、松川町補助

金等交付規則（昭和 45 年松川町規則第 4 号）に定めるもののほか、必要な

事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第 2 条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

（1） ブロック塀等  コンクリートブロック造、石造、れんが造その他の組積造に

よる塀及び門柱をいう。 

（2） 危険ブロック塀等  地震によって倒壊又は転倒した場合においてその敷

地に接する町道等の通行を妨げ、円滑な避難を困難とするおそれがあるブ

ロック塀等をいう。 

（３）  工作物等  ブロック塀等及びコンクリート造等以外の軽量の塀等（生け

垣、フェンス、板塀等）をいう。 

 

（補助対象事業） 

第 3 条  補助金の対象事業は、次の各号に掲げるとおりとする。  

（1） 危険ブロック塀等撤去事業  倒壊又は転倒するおそれのある危険ブロッ

ク塀等の撤去工事  

（2） 危険ブロック塀等補強事業  倒壊又は転倒するおそれのある危険ブロッ

ク塀等を安全な塀（建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）又は建築基準

法施行令（昭和 25 年政令第 338 号）の規定に適合するもの。）に改善する

補強工事  

（3） 危険ブロック塀等改修事業  倒壊又は転倒するおそれのある危険ブロッ

ク塀等の撤去を行った後、新たに安全な工作物等（建築基準法（昭和 25

年法律第 201 号）第 42 条第 2 項の規定により道路境界線とみなされる線

より住宅側のもので、建築基準法施行令（昭和 25 年政令  第 338 号）第

61 条及び第 62 条の 8 の規定に適合するもの。）に築造する改修工事  

 

（補助対象者） 

第 4 条  補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 
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（1） 危険ブロック塀等を所有していること。 

（2） 町税等を滞納していないこと。  

 

（補助金の額） 

第 5条  補助金の額は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、その額に 1,000円

未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。  

 

事業の区分  補  助  金  額  

危険ブロック塀等撤去

事業  

当該事業に要する経費と危険ブロック塀等

の延長に 1 メートル当り 10,000 円を乗じて得

た基準額とを比較して、いずれか少ない額の

2 分の 1 以内で、かつ、1 敷地につき 10 万円

を限度とする。 

危険ブロック塀等補強

事業  

当該事業に要する経費の 2 分の 1 以内で、

かつ、1 敷地につき 10 万円を限度とする。 

危険ブロック塀等改修

事業  

※ 延長は撤去危険ブロ

ック塀等の長さを限

度とする 

当該事業に要する経費と危険ブロック塀等

の延長に１メートル当 り 15,000 円 （撤去

10,000 円/メートル、築造 5,000 円/メートル）

を乗じて得た基準額とを比較して、いずれか

少ない額の 2 分の 1 以内で、かつ、１敷地に

つき 15 万円を限度とする。 

 

（補助金の交付申請） 

第 6 条  補助金の交付を受けようとする者は、松川町危 険 ブロック塀 等 耐 震

改 修 事 業 補 助 金 交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて町

長に提出するものとする。 

（1） 見積書等の写し 

（2） 設計図（補強事業及び改修事業の場合） 

（3） 施工前の状態が確認できる写真  

（4） その他町長が必要と認める書類  

 

 （補助金の交付決定通知） 

第 7 条  町長は、補助金の交付決定するときは、当該申請に係る書類等の審

査及び現地調査等により、松川町危 険 ブロック塀 等 耐 震 改 修 事 業 補 助

金交付（不交付）決定通知書（様式第２号）により通知するものとする。 
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（変更又は中止の申請） 

第 8 条  前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、工事内容を変更

し、又は中止しようとするときは、あらかじめ松川町危 険 ブロック塀 等 耐 震

改 修 事 業 補 助 金 交付変更申請書（様式第３号）を、町長に提出しなけれ

ばならない。 

2 前項の規定により事業内容を変更しようとするときは、次に掲げる書類を添付

するものとする。 

（1） 変更見積書等の写し 

 

（補助金の額の変更交付決定）  

第 9 条  町長は、申請者から補助金の交付変更申請があったときは、当該申請

に係る書類等の審査により、松川町危 険 ブロック塀 等 耐 震 改 修 事 業 補

助金変更交付決定通知書（様式第４号）により通知するものとする。 

 

（実績報告） 

第 10 条  申請者は、補助事業が完了したときは、完了した日から起算して 30

日が経過した日又は補助金の交付決定日の属する年度の 3 月 31 日のいず

れか早い日までに、松川町危 険 ブロック塀 等 耐 震 改 修 事 業 補助金実績

報告書（様式第５号）に次に掲げる関係書類等を添えて町長に提出しなけれ

ばならない。 

（1） 契約書及び領収書の写し 

（2） 竣工図（補強事業及び改修事業の場合） 

（3） 施工後の状況が確認できる写真  

 

（補助金の確定） 

第 11 条  町長は、前条の報告があったときは、その内容を審査し、適当と認め

たときは、松川町危 険 ブロック塀 等 耐 震 改 修 事 業 補助金確定通知書

（様式第６号）により申請者に通知する。 

 

 （補助金の請求） 

第 12 条  前条の規定により補助金の確定通知を受けた者は、確定した補助金

額を請求しようとするときは、松川町危 険 ブロック塀 等 耐 震 改 修 事 業 補

助金交付請求書（様式第７号）を町長に提出しなければならない。  

 

（補則） 
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第 13 条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

 

附  則  

この要綱は、公布の日から施行する。 
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（様 式 第 1 号 ）  

平 成   年   月   日  

 

松川町長       様  

 

申請者  住所  

氏名               ㊞ 

電話  

 

松川町危険ブロック塀等耐震改修事業補助金交付申請書  

 

松川町危険ブロック塀等耐震改修事業補助金交付要綱第６条の規定により、

補助金の交付を受けたいので、関係書類を添えて申請します。  

 

1 事業の区分  

① 危険ブロック塀等撤去事業  

② 危険ブロック塀等補強事業  

③ 危険ブロック塀等改修事業  

2 危険ブロック塀等の概要  

 （1） 所在地  

 （2） 構造  １.ブロック塀  ２.石造  ３.れんが造  ４.板塀  ５．その他の組積造  

 （3） 撤去事業延長              ｍ 

3 危険ブロック塀等改修の概要  

 （1） 構造  １.ブロック塀  ２.フェンス ３.生け垣  ４.板塀  ５.その他  

 （2） 改修事業築造延長           ｍ 

4 工事の概要  

 （1） 施工業者  

 （2） 工期   平成   年   月   日から平成   年   月   日  

5 工事費  

 （1） 工事費  

 （2） 補助申請額  

6 添付書類  

 （1） 見積書等の写し 

 （2） 設計図（補強事業・改修事業の場合） 

 （3） 施工前の状態が確認できる写真  

 （4） 位置図  
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（様式第 2 号） 

                                           第   号  

平成   年   月   日  

 

           様  

 

松川町長         

 

松川町危険ブロック塀等耐震改修事業補助金交付（不交付）決定通知書  

 

  平成   年   月   日付けで申請のあった補助金については、下記のとおり

交付（不交付）決定したので、松川町危険ブロック塀等耐震改修事業補助金

交付要綱第７条の規定により通知します。  

 

 

記  

 

 

1 交付決定額                       円  

 

2 事業の区分  

① 危険ブロック塀等撤去事業  

② 危険ブロック塀等補強事業  

③ 危険ブロック塀等改修事業  

 

3 交付条件  

 (1) 規則、要綱に違反した場合は、補助金の全額又は一部を返還していただ

くことになります。 

 (2) この危険ブロック塀等耐震改修事業補助金関係書類は、５年間整理保

管してください。 
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（様式第 3 号） 

 

平成   年   月   日  

 

松川町長      様  

 

申請者住所  

氏名             ㊞ 

電話  

 

松川町危険ブロック塀等耐震改修事業補助金交付変更申請書  

 

平成   年   月   日付け  第    号により補助金交付決定の通知を受け

た松川町危険ブロック塀等耐震改修事業について、下記のとおり当該決定の

内容を変更したいので、要綱第８条の規程により関係書類を添えて申請しま

す。 

 

記  

 

1 変更の内容  

 

2 変更の理由  

 

3 添付書類  

（１）変更見積書等の写し
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（様式第 4 号） 

                                           第   号  

平成   年   月   日  

 

               様  

 

                 松川町長           

 

松川町危険ブロック塀等耐震改修事業補助金変更交付決定通知書  

 

平成   年   月   日付けで申請のあった松川町危険ブロック塀等耐震改

修事業補助金交付変更申請について、下記のとおり交付決定額を変更したの

で要綱第９条の規程により通知します。 

 

記  

 

1 変更後の交付決定額                  円  

 

2 その他  
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（様式第 5 号） 

平成   年   月   日  

 

松川町長     様  

 

申請者住所  

氏名                ㊞ 

電話  

 

松川町危険ブロック塀等耐震改修事業完了実績報告書  

 

平成   年    月    日付け 第    号により補助金交付決定の通知を受

けた松川町危険ブロック塀等耐震改修事業が下記のとおり完了したので、要綱

第 10 条の規程により関係書類を添えて報告します。 

 

記  

 

1 事業の区分  

      ① 危険ブロック塀等撤去事業  

      ② 危険ブロック塀等補強事業  

      ③ 危険ブロック塀等改修事業  

 

2 完了年月日  

       年     月     日  

 

3 添付書類  

      ① 工事契約書及び領収書の写し 

      ② 竣工図（補強事業・改修事業の場合） 

      ③ 施工後の状況が確認できる写真  
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（様式第 6 号） 

平成   年   月   日  

 

            様  

 

                 松川町長          

 

松川町危険ブロック塀等耐震改修事業補助金確定通知書  

 

平成   年   月   日付で決定した補助金の交付について、下記のとおり確

定したので、松川町危険ブロック塀等耐震改修事業補助金交付要綱第１１条

の規定により通知します。 

 

記  

 

1 事業の区分  

      ① 危険ブロック塀等撤去事業  

      ② 危険ブロック塀等補強事業  

      ③ 危険ブロック塀等改修事業  

 

2 交付確定額  
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（様式第 7 号） 

平成   年   月   日  

松川町長      様  

 

住所  

氏名              ㊞ 

 

 

松川町危険ブロック塀等耐震改修事業補助金支払請求書  

 

 松川町危険ブロック塀等耐震改修事業補助金交付要綱第１２条の規定によ

り、下記のとおり補助金を請求します。  

 

記  

 

1 事業の区分  

      ① 危険ブロック塀等撤去事業  

      ② 危険ブロック塀等補強事業  

      ③ 危険ブロック塀等改修事業  

 

2 支払請求額                  円  

 

3 振込先  

振

込

先

金

融

機

関

名 

金融機関名  

         銀行         本店・支店 (所 ) 

         金庫         本店・支店  

         農協         支所  

預金の種類    

口座番号   

フ リ ガ ナ   

口座名義人    

 

 

 


